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令和元年第３回足寄町議会臨時会議事録
令和元年５月１０日（金曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

福 祉 課 長 丸 山 晃 徳 君

住 民 課 長 松 野 孝 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 佐々木 雅 宏 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 横 田 晋 一 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 仮議席の指定＜Ｐ４＞

日程第 ２ 会議録署名議員の指名＜Ｐ４＞

日程第 ３ 選挙第１号 議長選挙＜Ｐ４～Ｐ５＞

日程第 ４ 会期の決定＜Ｐ５～Ｐ６＞

日程第 ５ 選挙第２号 副議長の選挙＜Ｐ６～Ｐ７＞

日程第 ６ 議席の指定＜Ｐ７＞

日程第 ７ 常任委員の選任＜Ｐ７～Ｐ８＞

日程第 ８ 議会運営委員の選任＜Ｐ８～Ｐ９＞

日程第 ９ 選挙第３号 十勝圏複合事務組合議員の選挙＜Ｐ９＞

日程第１０ 選挙第４号 とかち広域消防事務組合議会議員の選挙＜Ｐ９＞

日程第１１ 報告承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（足寄町税条例等の一

部を改正する条例）＜Ｐ１０～Ｐ１１＞

日程第１２ 報告承認第３号 専決処分の承認を求めることについて〔平成３０年度一般会

計補正予算（第１８号）〕＜Ｐ１１～Ｐ１２＞

日程第１３ 報告承認第４号 専決処分の承認を求めることについて〔平成３０年度足寄町

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計補正予

算（第２号）〕＜Ｐ１２～Ｐ１３＞

日程第１４ 議案第５７号 副町長の選任について＜Ｐ１３～Ｐ１４＞

日程第１５ 議案第５８号 除雪トラック（雪寒機械）購入売買契約について＜Ｐ１５～

Ｐ１７＞

追加日程第 １ 議案第５９号 監査委員の選任について＜Ｐ１７＞

追加日程第 ２ 閉会中継続調査申出書（広報広聴常任委員会・議会運営委員

会）＜Ｐ１８＞
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午前１０時００分 開会

◎ 臨時議長の紹介

○議会事務局長（櫻井保志君） おはようご

ざいます。事務局長の櫻井保志と申します。

本臨時会は、一般選挙後初めての議会です

ので、議長が選挙されるまでの間、地方自治

法第１０７条の規定によって、出席議員の中

で年長の議員が臨時に議長の職務を行うこと

になっております。

本日御出席の議員の中で年長議員は高道洋

子議員でございます。高道洋子議員を御紹介

いたします。

高道洋子議員、議長席にお着き願います。

○臨時議長（高道洋子君） ただいま紹介さ

れました、南５条５丁目の高道洋子でござい

ます。きょうはちょっと声が聞き取りづらい

かもしれませんけれども、御了承いただきた

いと思います。

地方自治法第１０７条の規定によって、議

長選挙が終わるまで臨時議長の職務を行いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

◎ 議員の自己紹介

○臨時議長（高道洋子君） お諮りします。

このたびの選挙において、お互いに当選の

栄誉を担って議席を得ましたが、初対面の方

もおられますので、住所、氏名の自己紹介を

お願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○臨時議長（高道洋子君） 異議がないよう

です。

では、ただいまより自己紹介をお願いいた

します。議席番号２番より順次お願いいたし

ます。

（各議員自己紹介）

◎ 町長挨拶

○臨時議長（高道洋子君） ありがとうござ

います。

このたびの選挙において、町長に当選され

ました渡辺俊一君から御挨拶があります。

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをいた

だきましたので、一言御挨拶を申し上げま

す。

まずもって、議会議員の皆様におかれまし

ては、４月２１日に行われました議会議員選

挙におきまして、めでたく御当選の栄誉を得

られましたことに対しまして、心からお祝い

を申し上げます。まことにおめでとうござい

ます。

私も多くの町民の皆様さんの御支援、御支

持をいただきまして、町政を担わせていただ

くこととなりました。町民の皆さんの期待と

信頼に応えるために、その使命と責任の重さ

で改めて身の引き締まる思いをしておりま

す。

今後、町民皆様の期待に応えられるように

全力で取り組みを進めていきたいと思ってお

りますので、議員皆様の御指導、御協力を心

からお願いを申し上げます。

さて、本日は第３回目の臨時会というとこ

ろでございますけれども、選挙後の初の議会

ということでございます。

本日、審議をお願いする案件につきまして

は、報告承認、これは専決処分に関すること

でありますけれども、報告承認が３件、議案

といたしましては、副町長の選任、除雪ト

ラック購入売買契約についての２件となって

ございます。

御審議賜りますようよろしくお願いを申し

上げ、簡単でありますけれども御挨拶とさせ

ていただきます。

これから４年間よろしくお願いをいたしま

す。

◎ 職員の自己紹介

○臨時議長（高道洋子君） 次に、教育委員

会教育長、農業委員会会長、代表監査委員が

議場においでですので、自己紹介をお願いを

いたします。教育委員会教育長からお願いし

ます。

（各職員自己紹介）
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◎執行機関幹部職員の自己紹介

○臨時議長（高道洋子君） 次に、執行機関

幹部職員の紹介をお願いします。

町長。

（町長以下、幹部職員自己紹介）

◎ 議会事務局職員の紹介

○臨時議長（高道洋子君） 次に、議会事務

局職員の紹介をお願いします。

（議会事務局長以下、事務局職員自己紹介）

○臨時議長（高道洋子君） それでは、幹部

職員の方は退席されて結構です。

◎ 開会宣告

○臨時議長（高道洋子君） ただいまから、

令和元年第３回足寄町議会臨時会を開会しま

す。

◎ 開議宣告

○臨時議長（高道洋子君） 直ちに本日の会

議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

◎ 仮議席の指定

○臨時議長（高道洋子君） 日程第１ 仮議

席の指定を行います。

仮議席は、ただいま御着席の議席といたし

ます。

◎ 会議録署名議員の指名

○臨時議長（高道洋子君） 日程第２ 会議

録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定により、臨時議長において、

吉田敏男君及び井脇昌美君を指名いたしま

す。

暫時休憩いたします。

午前１０時１１分 休憩

午前１０時１２分 再開

○臨時議長（高道洋子君） 休憩を閉じ、会

議を再開いたします。

◎ 選挙第１号

○臨時議長（高道洋子君） 日程第３ 選挙

第１号議長選挙を行います。

選挙は、投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

○臨時議長（高道洋子君） ただいまの出席

議員は１３名です。

次に、立会人を指名します。

条例第５５条の規定により、立会人に熊澤

芳潔君、木村明雄君及び榊原深雪君を指名し

ます。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○臨時議長（高道洋子君） 投票用紙の配付

漏れはありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○臨時議長（高道洋子君） 配付漏れはなし

と認めます。

投票箱を点検します。立会人の方、お願い

します。

（投票箱点検）

○臨時議長（高道洋子君） 異状なしと認め

ます。

念のため申し上げます。

投票は、単記無記名です。投票用紙に被選

挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投

票願います。

なお、白票は無効です。

記入していただきたいと思います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げます

ので、順番に投票願います。

（投票）

○臨時議長（高道洋子君） 投票漏れはあり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○臨時議長（高道洋子君） 投票漏れなしと

認めます。

投票を終わります。

開票を行います。熊澤芳潔君、木村明雄

君、榊原深雪君の立ち会いをお願いいたしま
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す。

（開票）

○臨時議長（高道洋子君） 選挙の結果の報

告します。

投票総数１３票、これは先ほどの出席議員

数に符合しております。そのうち有効票数１

３票、無効票数ゼロ票。

有効投票のうち、吉田敏男君１３票、以上

のとおりです。

この選挙の法定得票数は４票です。

したがって、吉田敏男君が議長に当選され

ました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開鎖）

○臨時議長（高道洋子君） ただいま議長に

選出されました吉田敏男君が議場におられま

すので、条例第５６条第２項の規定によって

当選の告知をします。

◎ 議長当選の挨拶

○臨時議長（高道洋子君） 議長に当選され

ました吉田敏男君から発言を求められており

ますので、これを許します。

○議長（吉田敏男君） 一言御挨拶を申し上

げたいと思います。

ただいまの議長選挙におきまして、議長と

なることになりました。皆様方の御厚情、そ

してまた御推挙に感謝を申し上げたいという

ふうに思っております。

今、私ども議会に課せられました使命とい

うものは非常に多いものがあるというふうに

思っております。そしてなお、いつものこと

ではありますけれども、やはり私どもはいつ

も町民に向き合う、あるいは町民とともに歩

む議会であってほしいという願いが実はある

わけであります。

町民ともども参加型の議会構成、議会をし

ていきたいなというふうに思っております

し、なお、私ども議会に課せられました使

命、いろいろありますけれども、いずれにい

たしましても活発な議論をする。議会は議論

の府であります。そういった意味合いの中か

ら非常に議論を重ねて、そして政策提言が

しっかりできる、そういった議会にしていき

たいとそんなふうに実は思っておりますの

で、どうかひとつよろしくお願いをいたした

いと思います。

そしてまた、このたびの選挙におきまし

て、新しい３名の議員をお迎えすることにな

りました。新しい風、あるいは新しい息吹と

いうものを感じ取っているところでありま

す。現職の我々１０人を含めまして１３名、

スクラムを組んで足寄町の発展のためにしっ

かりと頑張っていきたいというふうに思って

おりますので、どうかひとつ今後ともよろし

くお願いをいたします。本日は大変ありがと

うございました。

○臨時議長（高道洋子君） これで、臨時議

長の職務は全部終了をいたしました。御協力

ありがとうございました。

議長は、議長席にお着き願います。

ただいまより、暫時休憩いたします。

午前１０時２４分 休憩

午前１０時２６分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 会議録署名議員の追加指名

○議長（吉田敏男君） 議長より会議録署名

議員の追加指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員として、私、吉

田敏男が指名をされましたが、議長に就任を

したため、会議録署名議員の数が欠けること

になることから、新たに会議録署名議員とし

て熊澤芳潔君を追加指名したいと思います。

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

◎ 会期決定の件

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 会期決定

の件を議題といたします。

お諮りをいたします。

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、会期は、本日１日間に決定をいた

しました。

◎ 選挙第２号

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 選挙第２

号副議長の選挙を行います。

副議長の選挙は、投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

○議長（吉田敏男君） ただいまの出席議員

は１３人です。

次に、立会人を指名をいたします。

条例第５５条の規定により、立会人に田利

正文君、髙橋健一君、多治見亮一君を指名を

いたします。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

○議長（吉田敏男君） 投票用紙の配付漏れ

はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 投票箱を点検をいた

します。

（投票箱点検）

○議長（吉田敏男君） 異状なしと認めま

す。

念のため申し上げます。

投票は、単記無記名です。投票用紙に被選

挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投

票をお願いをいたします。

なお、白票は無効です。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げます

ので、順番に投票をお願いをいたします。

（投票）

○議長（吉田敏男君） 投票漏れはございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 投票漏れなしと認め

ます。

投票を終わります。

開票を行います。田利正文君、髙橋健一

君、多治見亮一君、立会をお願いをいたしま

す。

（開票）

○議長（吉田敏男君） 選挙の結果を報告を

いたします。

投票総数１３票、これは先ほどの出席議員

数に符合しております。そのうち有効投票数

１３票、無効投票数ゼロであります。

有効投票のうち、井脇昌美君１３票、以上

のとおりです。

この選挙の法定得票数は４票です。

したがって、井脇昌美君が副議長に当選を

されました。

出入り口を開きます。

（議場開鎖）

○議長（吉田敏男君） ただいま副議長に選

出されました井脇昌美君が議場におられます

ので、条例第５６条第２項の規定によって当

選の告知を行います。

◎ 副議長当選の挨拶

○議長（吉田敏男君） 副議長に当選されま

した井脇昌美君から発言を求められておりま

すので、これを許します。

○副議長（井脇昌美君） まずもって議員各

位の皆さん方にこのような大きな推を受けた

ことに対して、高い席より厚く厚く御礼を申

し述べたいと思います。

今月から皆さん御存知のように年号が変わ

り、宮内庁等々の動きから国民も一喜一憂お

祝いづくしで今日まで十日間経過をしており

ます。

しかし、ふと自分の足元を見ると、この足

寄町は時代が変わっても何ら環境に変化はご

ざいません。少子高齢化、そして過疎、人口

減少と次から次へ厳しい、本当に課題が課せ

られているところでもございます。

こういうときこそ町民の皆さん方に少しで

も安心して、そして楽しくさわやかな暮らし

をどうしたら過ごしていただけるかと我々議

会としてもしっかりと新しい町長とスクラム

を組みながらしっかりとした論争を交わしな



― 7―

がら、私は議会の活性化改革をモットーに進

めていかなければいけないと思います。

地域の大きな大きな財産でもあります基幹

産業をしっかりと利してしっかりとこれを促

進させ、私は常に議長同様に中立公平、そし

て議長をしっかりと補佐をし、議員の皆さん

方には一層の御協力と御指導をお願いし、副

議長の拝命の挨拶とさせていただきます。ど

うもありがとうございました。

◎ 議席の指定

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 議席の指

定を行います。

議席は、条例第２５条第１項の規定により

議長が定めることになっておりますが、公平

な方法として、抽せんにより行い、その結果

を議長が定めたいことにいたしたいと思いま

す。

ただいまより抽せんを行い、その番号をそ

れぞれの議席と定めます。

なお、条例第２５条第７項の規定により、

議長の席を最終番、副議長の席は最終２番と

して指定をいたします。

したがって、議長、副議長は抽せんに加わ

らないことになりますので、御了解をお願い

をいたします。

これから抽せんを行いますが、抽せんの順

序は、仮議席の順番により行いたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認め、仮

議席の順番により抽せんを行います。

抽せんを行いますので、暫時休憩をいたし

ます。

午前１０時４０分 休憩

午前１０時５２分 再開

○議長（吉田敏男君） それでは休憩を閉

じ、会議を再開をいたします。

抽せんの結果、氏名と議席番号を局長に朗

読させます。

○議会事務局長（櫻井保志君） １番多治見

議員、２番高道議員、３番進藤議員、４番榊

原議員、５番田利議員、６番熊澤議員、７番

髙橋健一議員、８番川上議員、９番髙橋秀樹

議員、１０番二川議員、１１番木村議員、１

２番井脇副議長、１３番吉田議長、以上で

す。

○議長（吉田敏男君） ただいま朗読したと

おり議席を指定をいたします。

議席が決まりましたので、それぞれ、ただ

いま指定の議席にお着きをいただきたいと思

います。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１０時５４分 休憩

午前１０時５５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 常任委員の選任

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 常任委員

の選任を行います。

お諮りをいたします。

常任委員の選任方法については、条例第１

１３条の規定により、議長が会議に諮って指

名することになっておりますが、従来行って

きた方法は、各議員から希望をとり、議長が

調整の上、会議に諮って指名する方法をとっ

ておりますが、この方法でよろしいでしょう

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１０時５６分 休憩

午前１１時０４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

常任委員の選任については、ただいま休憩

中に調整をいたしましたが、各常任委員の所

属につきましては、条例第１０６条第１項第

１号から第３号の規定によりまして、総務産

業常任委員７名の名前を申し上げます。吉田

敏男、井脇昌美君、榊原深雪君、田利正文

君、二川靖君、川上修一君、髙橋秀樹君、以
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上の７名です。

次に、文教厚生常任委員６名の名前を申し

上げます。高道洋子君、木村明雄君、熊澤芳

潔君、髙橋健一君、多治見亮一君、進藤晴子

君、以上の６名です。

広報広聴常任委員会は、条例第１０６条第

１項第３号の規定により、議長を除く１２名

の委員といたします。

以上のとおり指名したいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名をしたとおり常

任委員に選任することに決定をいたしまし

た。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１１時０７分 休憩

午前１１時０８分 再開

○副議長（井脇昌美君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。

ただいま総務産業常任委員に選任されまし

た議長から、常任委員を辞退したいと旨の申

し出があります。

議長は、その職責上、どの委員会にも出席

をする権限を有しているほか、可否同数の際

における裁決権など、議長固有の権限を考慮

するとき、１個の委員会に委員として所属す

ることは適当ではないし、また、行政実例で

も議長については辞任を認めているところで

あります。総務産業常任委員会を辞任したい

ものとするものです。

辞任について許可することに御異議ありま

せんでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（井脇昌美君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議長の総務産業常任委員の辞

任については、許可をすることに決定いたし

ました。

暫時休憩いたします。

午前１１時０９分 休憩

午前１１時２６分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

諸般の報告を行います。

休憩中に各常任委員会におきまして委員長

及び副委員長の互選が行われ、その結果の報

告が議長の手元に参りましたので、報告をい

たします。

総務産業常任委員会委員長に髙橋秀樹君、

副委員長に榊原深雪君。文教厚生常任委員会

委員長に高道洋子君、副委員長に熊澤芳潔

君。広報広聴常任委員会委員長に木村明雄

君、副委員長に川上修一君。

以上のとおり、互選された旨の報告があり

ました。

◎ 議会運営委員の選任

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議会運営

委員の選任を行います。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１１時２８分 休憩

午前１１時３４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

お諮りをいたします。

議会運営委員会の委員の選任については、

条例第１１３条の規定により、髙橋健一君、

田利正文君、髙橋秀樹君、高道洋子君、木村

明雄君、以上５名を指名をしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に正副委員長の互選をお願いをいた

します。

午前１１時３５分 休憩

午前１１時３９分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

諸般の報告を行います。

休憩中に議会運営委員会におきまして委員
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長及び副委員長の互選が行われ、その結果の

報告が議長の手元に参りましたので、報告を

いたします。

委員長に髙橋健一君、副委員長に田利正文

君、以上のとおり報告がありました。

◎ 選挙第３号

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 選挙第３

号十勝圏複合事務組合議会議員の選挙の件を

議題といたします。

選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項及び条例第４９条の規定に

よって指名推選にしたいと思います。これに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、選挙の方法は、指名推選によ

ることに決定をいたしました。

指名の方法につきましては、議長において

指名することにしたいと思います。

十勝圏複合事務組合議会議員に吉田敏男を

指名をいたします。

お諮りをいたします。

ただいま議長が指名したとおり、当選人に

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名いたしました十

勝圏複合事務組合議会議員に吉田敏男が当選

をいたしました。

◎ 選挙第４号

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 選挙第

４号とかち広域消防事務組合議会議員の選挙

の件を議題といたします。

選挙の方法につきましては、地方自治法第

１１８条第２項及び条例第４９条の規定に

よって指名推選にしたいと思います。これに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、選挙の方法は、指名推選にす

ることに決定をいたしました。

指名の方法につきましては、議長において

指名することにしたいと思います。

とかち広域消防事務組合議会議員に吉田敏

男、井脇昌美君を指名をいたします。

お諮りをいたします。

ただいま議長が指名したとおり、当選人に

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名をいたしました

とかち広域消防事務組合議会議員に吉田敏

男、井脇昌美君が当選をいたしました。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に、議会運営委員会の開催をお願い

をいたします。

午前１１時４３分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま開催されました第３回臨時会に伴う議

会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

す。

これより、報告承認第２号から報告承認第

４号と議案第５７号から議案第５８号を即決

で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

なお、本会議終了後に全員協議会、議員会

総会を開催し、その後、役場庁舎前において

記念撮影を行いますので、よろしくお願いい

たします。どうもありがとうございました。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営
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委員会委員長の報告を終わります。

◎ 報告承認第２号

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 報告承

認第２号専決処分の承認を求めることについ

て（足寄町税条例等の一部を改正する条例）

の件を議題といたします。

本件について、報告を求めます。

住民課長 松野孝君。

○住民課長（松野孝君） ただいま議題とな

りました報告承認第２号専決処分の承認を求

めることについて、提案理由の御説明を申し

上げます。

議案書の１ページをごらんください。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、議会の承認

を求めるものでございます。

専決処分書。

足寄町税条例等の一部を改正する条例を次

のとおり先決処分する。

専決処分の理由は、地方税法等の一部を改

正する法律、平成３１年法律第２号及び関係

政省令が平成３１年３月２９日に公布され、

原則として平成３１年４月１日から施行され

たことに伴い、足寄町税条例の一部を改正す

る必要が生じましたが、議会を招集する時間

的余裕がなかったため、平成３１年３月２９

日付で専決処分したものでございます。

次に、改正の内容につきまして御説明を申

し上げます。

まず１ページから６ページまでの改正規定

の朗読につきましては省略をさせていただき

まして、主な改正点につきまして新旧対照表

により御説明を申し上げます。

７ページをお開き願います。

改正条例につきましては、５条立てとなっ

てございます。まず、第１条による改正でご

ざいます。町民税についてでございます。

第３４条の７寄附金税額控除につきまし

て、ふるさと納税制度の見直しにより特例控

除の措置対象となる寄附金を特例控除対象寄

附金とする改正でございます。

続いて、同じく７ページの附則第７条の３

の２の規定につきましては、個人町民税にお

ける住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン

控除の控除期間を平成４５年度までに延長す

るための改正でございます。

次に１０ページをお開き願います。こちら

は軽自動車税についてでございます。

附則第１６条軽自動車税の税率の特例につ

きまして、燃費性能等にすぐれた自動車の税

率を軽減する特例措置であるグリーン化特例

について、三段階で改正するものでございま

す。まず、第１条による改正では、新規登録

から１３年を経過した車両の税率を重くする

重課について平成３１年度限りとし、平成２

９年度分のグリーン化特例についての規定を

削除するとともに、平成３１年度分の規定の

整備を行うものでございます。

次に、１６ページをお開き願います。第２

条による改正であります。

附則第１６条第１項につきまして、重課の

規定の整備行うとともに、平成３２年度分及

び平成３３年度分のグリーン化特例について

の規定を追加するものでございます。

１８ページをお開き願います。次に、第３

条による改正であります。

附則第１６条につきまして、第５項として

平成３４年度分及び平成３５年度分のグリー

ン化特例は、電気自動車等に限ることについ

ての規定を追加するものでございます。

次に、１５ページにお戻りください。

附則第１５条の２軽自動車税の環境性能割

の非課税につきまして、電気自動車等環境へ

の負荷の低減に著しく資する軽自動車に対

し、非課税とする臨時的軽減の規定を追加す

るもでございます。

次に附則第１５条の６、軽自動車税の環境

性能割の税率の特例につきまして同条２第３

項を加え、自家用の軽自動車の税率を１％減

とする臨時的軽減の規定を追加するものでご

ざいます。

次に、１９ページから２１ページにかけて
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の第４条及び第５条による改正につきまして

は、平成２８年度改正条例及び平成３０年改

正条例につきまして法律等の改正に合わせ、

文言の追加や修正等の所要の整備を行うもの

でございます。

次に、５ページにお戻りください。

附則第１条施行期日につきまして、この条

例は平成３１年４月１日から施行するもので

ございますが、第１号から第５号に掲げる改

正規定はそれぞれ定められた日から施行する

こととしております。

附則第２条以下につきましては、町民税、

固定資産税、軽自動車税に関する経過措置等

について規定するものでございます。

以上で提案理由の御説明とさせていただき

ますので、よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これにて報告を終わ

ります。

ただいまの報告に対し質疑を行います。質

疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、報告承認第２号専決処分の承認

を求めることについて（足寄町税条例等の一

部を改正する条例）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、報告承認第２号専決処分の承

認を求めることについて（足寄町税条例等の

一部を改正する条例）の件は、原案のとおり

承認されました。

◎ 報告承認第３号

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 報告承

認第３号専決処分の承認を求めることについ

て〔平成３０年度足寄町一般会計補正予算

（第１８号）〕の件を議題といたします。

本件について、報告を求めます。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました報告承認第３号専決処分の承認を求め

ることについて、提案理由の御説明を申し上

げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認をお願

いするものでございます。

専決処分書。

平成３０年度足寄町一般会計補正予算（第

１８号）を別紙のとおり専決処分する。

理由でございますが、平成３０年度末にお

いて、町税、自動車重量譲与税、地方揮発油

譲与税、自動車取得税交付金、地方交付税、

繰入金、繰出金等の変更により予算の補正を

する必要が生じたが、議会を招集する時間的

余裕がないので、地方自治法第１７９条第１

項の規定により専決処分したものでございま

す。

専決処分をした内容について御説明を申し

上げます。

２３ページをお願いいたします。

平成３０年度足寄町一般会計補正予算（第

１８号）。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

３５３万７,０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０３億７,２

７９万６,０００円とするものでございま

す。

歳出から御説明を申し上げます。

２９ページをお願いいたします。

第８款土木費、第４項都市計画費、第２目

土地区画整理費におきまして、足寄都市計画

足寄市街地区土地区画整理事業特別会計繰出
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金といたしまして３５３万７,０００円を計

上いたしました。

次に、歳入の主なものについて申し上げま

す。

２６ページへお戻りください。２６ページ

中ほどでございますけれども、第２款地方譲

与税におきまして、自動車重量譲与税５０８

万３,０００円、地方揮発油譲与税１３９万

３,０００円をそれぞれ減額をいたしまし

た。

次２７ページをお願いいたします。２７

ページ中ほどでございますけれども、第７款

自動車取得税交付金におきまして１,１２４

万４,０００円を減額いたしました。

第１０款地方交付税におきまして、特別地

方交付税といたしまして７,６５９万４,００

０円を計上いたしました。

２８ページをお願いいたします。

第１８款繰入金におきまして、財政調整基

金繰入金といたしまして５,６２４万３,００

０円を減額いたしました。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願い申し上

げます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

わります。

ただいまの報告に対し質疑を行います。質

疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、報告承認第３号専決処分の承認

を求めることについて〔平成３０年度足寄町

一般会計補正予算（第１８号）〕の件を採決

をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、報告承認第３号専決処分の承

認を求めることについて〔平成３０年度足寄

町一般会計補正予算（第１８号）〕の件は、

原案のとおり承認されました。

◎ 報告承認第４号

○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 報告承

認第４号専決処分の承認を求めることについ

て〔平成３０年度足寄町足寄都市計画足寄市

街地区土地区画整理事業特別会計補正予算

（第２号）〕の件を議題といたします。

本件について、報告を求めます。

建設課長 増田徹君。

○建設課長（増田徹君） ただいま議題とな

りました報告承認第４号専決処分の承認を求

めることについて、提案理由の御説明を申し

上げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

るものでございます。

専決処分書。

平成３０年度足寄町足寄都市計画足寄市街

地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第

２号）を別紙のとおり専決処分する。

理由でございますが、平成３０年度歳入が

歳出に対して不足する見込みとなったことに

より、予算の補正をする必要が生じました

が、議会を招集する時間的余裕がないので、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専

決処分したものでございます。

専決処分をした補正予算の内容について、

御説明申し上げます。

３３ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の総額に増減はございません

が、歳入におきまして第２款繰入金におきま

して一般会計繰入金といたしまして３５３万
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７,０００円を計上し、第４款諸収入、第１

項雑入におきまして建物収去代替執行弁償金

（滞納繰り越し分）を３５３万７,０００円

減額いたしました。

補正理由でございますが、諸収入の建物収

去代替執行弁償金につきましては、平成２１

年に行いました建物収去土地渡し請求事件に

伴う建物収去に要した費用の弁償金でござい

ますが、相手方に対して請求を行ってきてい

るところでございますが平成３０年度末で未

納の状況であり赤字決算となってしまうこと

から、これを減額し平成３１年度補正予算計

上とすることとし、一般会計からの繰入金に

より補塡するものでございます。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を終

わります。

ただいまの報告に対し質疑を行います。質

疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、報告承認第４号専決処分の承認

を求めることについて〔平成３０年度足寄町

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

特別会計補正予算（第２号）〕の件を採決を

します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、報告承認第４号専決処分の承

認を求めることについて〔平成３０年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２号）〕の件は、原

案のとおり承認されました。

◎ 議案第５７号

○議長（吉田敏男君） 日程第１４ 議案第

５７号副町長の選任についての件を議題とい

たします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました議案第５７号副町長の選任について、

提案理由の御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町副町長に選任したいの

で、地方自治法第１６２条の規定により議会

の同意をお願いするものでございます。

同意をお願いする方につきましては、足寄

郡足寄町南３条５丁目１番地２、丸山晃徳

氏、昭和３８年３月２７日生まれでございま

す。

提案理由につきましては、平成３１年３月

２２日、副町長退職による欠員となっている

ということでございまして、丸山晃徳氏の略

歴につきましては記載のとおりでございます

ので、説明は省略をさせていただきたいと思

います。

御同意賜りますようよろしくお願い申し上

げ、提案理由の説明とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから、議案第５７号副町長の選任につ

いて採決をします。

この採決は、無記名投票によって行いま

す。
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議場の出入り口を閉鎖お願いをいたしま

す。

（議場閉鎖）

○議長（吉田敏男君） ただいまの出席議員

は１３人です。

次に、立会人を指名をいたします。

条例第５５条の規定により、立会人に１番

多治見亮一君、２番高道洋子君、３番進藤晴

子君を指名をいたします。

投票用紙を配付をいたします。

（投票用紙配付）

○議長（吉田敏男君） 記載方法について申

し上げます。

本件に賛成の方は賛成、反対の方は反対と

記載をお願いをいたします。なお、総合条例

第１００条の白紙の取り扱いにより、投票に

よる表決において賛否を表明しない投票及び

賛否が明らかでない投票は反対とみなすもの

といたします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 配付漏れなしと認め

ます。

事務局職員をして投票箱を点検させます。

（投票箱点検）

○議長（吉田敏男君） 異状なしと認めま

す。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げます

ので、順番に投票をお願いをいたします。

（投票）

○議長（吉田敏男君） 投票漏れはございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 投票漏れなしと認め

ます。

投票を終わります。

開票を行います。立会人の立ち会いをお願

いをいたします。

（開票）

○議長（吉田敏男君） 選挙の結果をお知ら

せいたします。

賛成１２票、反対はゼロであります。無効

投票はありません。

以上でございます

したがって、丸山晃徳君が副町長に当選を

されました。

出入り口を開きます。

（議場開鎖）

○議長（吉田敏男君） ここで、暫時休憩を

いたします。

午後 １時３１分 休憩

午後 １時３２分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 副議長当選の挨拶

○議長（吉田敏男君） ただいま副町長に同

意されました丸山晃徳君から挨拶の申し出が

ありましたので、これを許します。

○副町長（丸山晃徳君） 議長のお許しをい

ただきましたので、一言御挨拶をさせていた

だきます。

このたびは副町長選任の同意案件につきま

して、議員の皆様の全会一致をもちまして御

同意をいただきましたことにつきまして、心

から感謝申し上げます。

私が副町長という要職をお引き受けしてよ

かったのかと正直なところ不安を感じている

ところで、今、この場に立たせていただき、

改めてその職責の重さを痛感しているところ

でございますが、渡辺町長のもと、精いっぱ

い努力をさせていただきます。

渡辺町長が進める住民目線、福祉の充実、

農林業施策の推進等を通して町民の暮らしを

守り、この足寄町に住んでよかったと感じて

いただけるまちづくりをさらに進めるため、

誠心誠意全力を尽くしてスピード感を持って

頑張ってまいります。

あわせて、人口減少対策や自然災害対策

等、本町が抱える多くの課題に職員一丸と

なって、また、町民の皆様との対話を大切に

し、さらに議会や関係団体等の皆様との連携

を図って課題可決に取り組み、町長を支えて
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まいりたいと決意を新たにしております。

また、これまで福祉課長として３年余り福

祉の向上、医療、介護、福祉の連携を充実さ

せるための取り組みを福祉課のさまざまな職

種の職員とともに進めてまいりましたが、医

療や介護等の支援が必要な方々が日々を過ご

す病院や介護保険施設、障害者の住まい等に

つきまして、御家族の介護負担等を軽減させ

るためにもその提供体制なども改めて見直し

する時期を迎えており、必要な検討を進めて

まいりたいと考えております。

まだまだ未熟な人間でございますが、どう

ぞ議員の皆様におかれましては、これまで以

上に御指導と御鞭撻を賜りますよう心からお

願い申し上げまして、甚だ簡単ではございま

すが御挨拶とさせていただきます。４年間ど

うぞよろしくお願いいたします。

◎ 議案第５８号

○議長（吉田敏男君） 日程第１５ 議案第

５８号除雪トラック（雪寒機械）購入売買契

約についての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました議案第５８号除雪トラック（雪寒機

械）購入売買契約について、提案理由の御説

明を申し上げます。

平成３１年４月２３日足寄町財務規則に基

づき指名競争入札に付した除雪トラック（雪

寒機械）購入について、下記のとおり売買契

約を締結するため議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得、または処分に関する条例第

３条の規定により議会の議決をお願いするも

のでございます。

契約の目的は、除雪トラック（雪寒機械）

購入でございます。

契約の方法につきましては、指名競争入札

による契約でございます。

契約の金額は４,８３４万５,０００円でご

ざいます。

契約の相手方は、帯広市西１９条北１丁目

７番６号、東北海道日野自動車株式会社帯広

支店、取締役支店長、尾崎好通氏でございま

す。

納入期限につきましては、令和２年３月９

日でございます。

３６ページに除雪トラック（雪寒機械）概

観図を添付してございますので、御参照のほ

どよろしくお願いをいたします。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願い申し上

げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。質疑はござい

ませんか。

６番熊澤君。

○６番（熊澤芳潔君） 当然除雪ということ

なのですけれども、ただ高額なわけですか

ら、購入に至った理由についてお聞きしたい

ということと、これは２月ということでござ

いますからそれはわかりました。それで理由

について、改めて古いトラックはどうなるの

かとか、そういった内容についてちょっとお

聞きします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

今回除雪トラックの購入に関しましては、

これまで使っていたトラックが古くなってき

て老朽化してきたということで、その更新と

いうことでございます。

今まで使ってきた古いトラックにつきまし

ては、下取りをするという形で、今回新しい

ものに更新をさせていただくということでご

ざいますので、御理解いただきますようよろ

しくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ６番熊澤君。

○６番（熊澤芳潔君） 余りちょっと聞いた

ことがなかったのですが、下取りなんていう

のはどのぐらいの価格で求めていくもので

しょうか。
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○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

今回の以前使っていた古い除雪トラックに

つきましては、下取りといたしまして３８万

５,０００円を予定してございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はございま

せんか。

４番榊原君。

○４番（榊原深雪君） 指名競争入札ですの

で、何社参加されたかお聞きいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

今回指名競争入札を行っておりますけれど

も、これにつきましては３社で指名競争入札

を行っております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番榊原君。

○４番（榊原深雪君） 落札率、何パーセン

トかお聞きいたします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

落札率でございますけれども、これは９

９.５１％となってございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番榊原君。

○４番（榊原深雪君） この落札率の高さに

はちょっと驚いておりますけれども、特殊車

両ということでこういうことも理解できるこ

ともありますけれども、これの耐用年数、ど

れぐらいを見込んでおられますでしょう

か。。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。

落札率につきましては、１回目が落札まで

に至らなくて２回やって２回目で落札をした

ということで、積算額がどうなのかという部

分もありますけれども、なかなか２回やって

やっと落札したというような状況であります

ので、そういった意味で少し高めの落札率に

なっているのかなというふうに思っておりま

す。

それから、耐用年数でありますけれども、

耐用年数自体は１０年ぐらいの期間、本来で

いく耐用年数でいくと短いのですけれども、

実際のところ足寄町で車両を購入して使って

いるのは、例えば、今回の更新する前のやつ

については２０年以上使っておりますし、で

きるだけ長く使うということで耐用年数が来

たたから更新するだとか、そういうことでは

なく使えるだけ使おうということで今までも

やっておりますので、そういった意味でほか

の車両もそうなのですけれども、かなり耐用

年数を越えて、多分倍、３倍ぐらい使ってい

るかもしれませんけれども、大事に長く使っ

ているところでございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ４番榊原君。

○４番（榊原深雪君） 落札率のことなので

すけれども９９.５１％ということで、この

金額からすると５,０００万円近い車両です

ので１％、２％違ってもかなりの額が浮くの

ではないかなと思っておりますので、今後は

こういった特殊なものにつきまして、難しい

こともあると思いますけれども、そうなると

この落札した会社が９９.５１だから３社で

すので、あとのところは何をか言わんやとい

うことになりますけれども、そういったとこ

ろ踏まえ、少しでも落札率がこちらの有利に

働くような駆け引きをやっぱりしていただく

ような努力をしていただきたいと思いますけ

れども、答弁をお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 特殊車両なものです

から、発注して初めて生産が始まるというこ

とで、期間も今回の車両につきましても納入

期限は来年の３月９日というようなことで、

非常に発注してからも時間のかかる、そうい

う車両でありますので、なかなか一般的に

売っている乗用車だとかそういったものとは
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違いますので、そういった部分でなかなか価

格を落とすというのが難しいのかなというふ

うにも思っておりますけれども、これも入札

ですので３社なり４社、５社ということで、

なるべくそういう形の中で競争がされて入札

がされるというような形で、少しでも落札率

が落ちるような、そういった取り組みができ

ればというふうに思っておりますので、御理

解のほどよろしくお願いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第５８号除雪トラック（雪

寒機械）購入売買契約についての件を採決を

します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５８号除雪トラック

（雪寒機械）購入売買契約についての件は、

原案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に議会運営委員会の開催をお願いを

いたします。

午後 １時４７分 休憩

午後 ２時００分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま開催されました議会運営委員会の協議

の結果を報告いたします。

これより、本日の日程に追加し、議案第５

９号を即決で審議いたします。

次に、広報広聴常任委員会、議会運営委員

会からの閉会中継続調査申出書について審議

します。

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

を終わらせていただきます。

なお、終了後に全員協議会、議員会総会、

記念撮影となりますのでよろしくお願いいた

します。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議案第５９号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 議案

第５９号監査委員の選任についての件を議題

といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） 議案の提案の前に、

訂正をさせていただきたいと思います。

除雪トラックの購入の関係の中で、下取り

額につきまして３８万５,０００円というこ

とで先ほどお話させていただきましたけれど

も、４５万円ということでございましたの

で、訂正をさせていただきます。大変申しわ

けございません。

それでは、ただいま議題となりました議案

第５９号監査委員の選任について、提案理由

の御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町監査委員に選任したいの

で、地方自治法第１９６条第１項の規定によ

り議会の同意をお願いするものでございま

す。

同意をお願いする方につきましては、足寄

郡足寄町南４条５丁目１９番地、多治見亮一
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氏、昭和２９年５月１日生まれの方でござい

ます。

提案理由につきましては、平成３１年４月

３０日任期満了によるものでございます。

多治見亮一氏の略歴につきましては記載の

とおりでございますので、説明は省略をさせ

ていただきたいと思います。

御同意賜りますようよろしくお願い申し上

げ、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで、質疑を終わります。

これから、議案第５９号監査委員の選任に

ついての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５９号監査委員の選任

についての件は、同意することに決定をいた

しました。

◎ 閉会中継続調査申出書の件

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 閉会

中の継続調査申出書の件を議題といたしま

す。

広報広聴常任委員会及び議会運営委員会の

委員長から、条例第１３６条の規定によっ

て、お手元に配付いたしましたとおり、閉会

中の継続調査の申し出があります。

お諮りをいたします。

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調

査にすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続調査にすることに決定をいたしま

した。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これをもって、本臨

時会に付議されまし案件の審議は全部終了を

いたしました。

これで、本日の会議を閉じます。

令和元年第３回足寄町議会臨時会を閉会を

いたします。

午後 ２時０５分 閉会


